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＜利用イメージ＞

パソコン・ソフト「甲野太郎法律事務所」は、

あなたの有能な秘書になれます。

依頼者に関する情報や手持ち事件の内容などを

分かり易く管理できます。

作成した文書をすぐに見つけられますので、

再利用などに便利です。

お手軽！
弁護士さん便利ツール

「甲野太郎法律事務所」の特長・導入メリット

◆ 事件簿、顧客名簿、請求、連絡業務をシー
ムレスに管理・活用できます！
- 顧客名簿を起点に、弁護士業務を展開
- 事件簿を中心に、関連文書の作成や報告・
請求などの業務を統合的に管理・活用
- 弁護士職務基本規程に準拠しております
（委任契約書の作成など）。

◆ 事務所内での共同作業を効率化するための
グループウェアを標準装備しています！
- スケジュール、メール　等

こんなことでお悩みではありませんか？

◆ 情報が膨大で、整理・再利用が進まない
- 再入力や誤入力を減らしたい
- 関連情報を簡単に参照したい

◆ 様々なツールの使い分けが面倒だ
- ツールを使い分けなくてもよくしたい
- 手間をかけずに、ひな形を利用したい

◆ 事務所スタッフと作業・スケジュールの調
整ができていない
- 事務所スタッフを含め、誰もが使えるよ
うなツールが欲しい

株式会社ベストコミュニケーションズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原1-38-11　営業部 木村

製品の詳細や価格等のお問合せ先

03-5355-5885
http://www.bcom.co.jp/kthj/
メール : sales@bcom.co.jp

監修：弁護士 永 島 賢 也



＜画面・印刷イメージ（証拠説明書）＞

＜価格と各種サービス＞

※詳細は、ホームページをご覧ください。

株式会社ベストコミュニケーションズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原1-38-11　営業部 木村
ホームページ : http://www.bcom.co.jp/kthj/
メール : sales@bcom.co.jp

製品の詳細や価格等のお問合せ先

03-5355-5885

◆ ライセンス利用料
弁護士１人あたり月額¥10,500（税込価格。年単位一括払い¥126,000）
※  「甲野太郎法律事務所」ライセンスはご利用いただく弁護士数分必要で、弁護士追加時には新たなライセ
ンス・キーを発行します。「甲野太郎法律事務所」ライセンス利用料には、Lotus Domino Collaboration 
Express User ライセンス（1 ライセンス）を含みます。

※ 弁護士以外の事務所スタッフの方々と共有してご利用になる場合は、事務所スタッフの方々の「甲野太
郎法律事務所」ライセンスは不要ですが、「甲野太郎法律事務所」をご利用になる人数分の Lotus 
Domino Collaboration Express User ライセンスが別途必要です。

◆ セットアップ代行サービス
価格：1 システムあたり￥21,000（税込価格）から。
IBM Lotus Notes と「甲野太郎法律事務所」のインストールおよびセットアップを、お客様に代行して実施します。

◆ 導入支援サービス
個別にお見積いたします。
「甲野太郎法律事務所」を導入する際のシステム構成のご相談や使い方のレクチャー等を実施します。

◆ サポート・サービス
価格：「甲野太郎法律事務所」ライセンス利用料に含まれます。

◆ バージョンアップ・サービス
価格：「甲野太郎法律事務所」ライセンス利用料に含まれます。
「甲野太郎法律事務所」は、お客様のご要望を取り入れて、随時バージョンアップをご提供します。

◆ 特典
ホームページ・サービス（「EZSite レンタルユース」サービス）を月額 ￥ 9,450（ 1 サイト基
本利用料＋ 1 アカウント）のところを、月額￥6,300（税込価格）にてご利用いただけます。
※  EZSite は、当社が提供する実績あるビジネス用 Web コンテンツ管理システム（CMS）です。

平成19年（ワ）○○○○号　貸金返還請求事件

原告 こんにち株式会社

被告 株式会社さようなら

証　拠　説　明　書　1　（乙）

平成 19年 11月 21日

千葉地方裁判所 民事部　御中

上記原告訴訟代理人弁護士 甲野太郎

号証
標目

（原本・写しの別） 作成者 作成日 立証趣旨 備考

1 商品販売基本契約 原 原告・被告 H 18.3.14 ・原告と被告との間に商品に関する
販売契約が締結されていたこと

2 発注書 原 被告 H 18.3.14 ・原告が被告に対し、甲第1号証の
基本契約に基づき、商品を発注し
たこと

3 発注書 原 被告 H 18.3.24 ・同上

4 発注書 原 被告 H 18.4.6 ・同上

5 発注書 原 被告 H 18.4.20 ・同上

6 発注書 原 被告 H 18.5.8 ・同上

7 発注書 原 被告 H 18.5.18 ・同上

8 発注書 原 被告 H 18.6.8 ・同上

9 発注書 原 被告 H 18.6.29 ・同上

10 発注書 原 被告 H 18.7.13 ・同上

11 発注書 原 被告 H 18.7.28 ・同上

12 催告状 原 原告 H 19.11.15 ・原告が被告に対し、売買代金の
支払いが遅れているとして、催告を
行っていること
・貸金として現金を渡したのではな
いこと

13 クレーム受付票 原 被告 H 19.5.31 ・商品が動かず、壊れていたという
クレームがつき、返品することに
なったこと
・基礎的な部品の強度が足りず、今
後も返品がなされる可能性が高い
こと

以　上
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